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製品設計行為やそれに付随する特許権行使の独禁法からの制限 

 

 

三好内外国特許事務所 

 弁理士 高橋俊一 

 

 

特許権侵害訴訟において、権利濫用（民法第１条３項）が争われたものとしてキルビ－特

許事件（平成１０年（オ）第３６４号）が有名であり、この訴訟以降、被疑侵害者側の抗弁として

権利濫用の主張が目立つようになった。この時の権利濫用の理由は、特許権が無効である

ことを理由とするものであったが、その後の特許権侵害訴訟を見てみると、独占禁止法（以下、

適宜「独禁法」と呼ぶ）に抵触することを理由とする権利濫用の主張も見られるようになってい

る。 

独禁法は文字通り「独占を禁止する」法律であるのに対して、特許法は「発明に特許権とい

う独占権を与える」法律であることから、従来から対立する制度であると言われていた。その

一方で、独禁法第 21 条には、「この法律の規定は、著作権法、特許法、実用新案法、意匠法

又は商標法による権利の行使と認められる行為にはこれを適用しない。」と規定されている。

しかし、特許権侵害事件ではないが上記キルビ－特許事件後のマンホ－ル鉄蓋事件（平成１

８年（ネ）第１００１５号）において、知財高裁は、独禁法第 21 条に規定する適用除外の意義を

明らかにした。すなわち、「（独禁法第 21 条の）趣旨は、特許権は、業としての特許発明の実

施の独占権であり（特許法 68 条）、～特許権等の権利行使と認められる場合には、独占禁止

法を適用しないことを確認的に規定したものであって、～産業の発達に寄与することを目的と

する特許制度等の趣旨を逸脱し、又は上記目的に反するような不当な権利行使については、

独占禁止法の適用が除外されるものではないと解される。」と判示したのである。 

今は、独禁法と特許法とは、公正かつ自由な競争促進を通じて経済発展を実現するという

共通の目的を有する法律であり、相互に補完関係に立つものであるというのが通説になって

いる。そして、特許権侵害訴訟における独禁法に抵触することを理由とする権利濫用の判断

においては、独禁法第 21 条の「権利の行使」が特許制度の趣旨を逸脱し、又は同制度の目

的に反するか否かで判断されるとされている。 

https://www.miyoshipat.co.jp/jp/
https://www.miyoshipat.co.jp/jp/patent/single.php?iid=54&id=11&page=1#titleList2
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このマンホ－ル鉄蓋事件以降、独禁法に抵触することを理由とする権利濫用について被

告側から抗弁があった特許権侵害事件としては、ざっと見る限り、下記リストＡの通りであり、

少数である。 

 

 

 

ただ、特許権を取得した技術の侵害に関するものではないが、設計・仕様変更などの製品

設計行為による技術について独禁法違反を問う事件が下記リストＢに示すように複数ある。

これらの事件は、当該製品設計行為による技術が不公正な競争手段とみなされ、独禁法に

抵触するか否かの判断が求められたものであるが、当該製品設計行為による技術について

特許権が取得されていれば、特許権侵害事件になり得るものである。 

【　リストＡ　】

事件名 事件番号 判示事項 原告 被告

東京地判平成１６年１２月８日（平成１６年（ワ）第８５５７号） ・独占禁止法違反については判断せず

知財高判平成１８年１月３１日（平成１７年（ネ）第１００２１号）
・具体的に判断していないものの、独占禁止法に抵触
するとは認めていない

最高判平成１９年１１月８日（平成１８年（受）８２６号） ・特に判断せず

（株）サップ（平成２１年(ワ)第３５２７号）

オフィネット・ドットコム（株）（平成２１年(ワ)第３５２８号）

（株）スリ－イ－コ－ポレ－ション（平成２１年(ワ)第３５３０号）

（株）プレジ－ル（平成２１年(ワ)第３５３８号）

（株）エム・エス・シ－（平成２１年(ワ)第３５３９号）

最高判平成２３年９月２９日（平成２３年（受）１０２７号） ・棄却・不受理

東京地判平成２２年６月２４日（平成２１年(ワ)第３５２９号）
・独占禁止法の抵触については、「差止めを求めるこ
とが，権利の行使に名を藉りた濫用的なものではな
い」として、被告の主張を退ける。

知財高判平成２３年２月８日（平成２２年（ネ）第１００６３号） ・原審の判断を追認

最高判平成２３年９月２９日（平成２３年（受）１０２８号） ・棄却・不受理

大阪地判平成３１年３月５日（平成２８年（ワ）第７５３６号） ・独占禁止法違反については主張されず

東京地判令和元年１０月１０日（平成３１年（ネ）第１００３１号）
・競争を不当に制限するということはできず、独占禁
止法に違反しない

東京地判令和２年７月２２日（平成２９年（ワ）第４０３３７号）
・取引妨害に該当し独占禁止法に抵触するとして、特
許権侵害訴訟において初めて独占禁止法違反を理
由とする権利濫用を認めた

知財高判令和４年３月２９日（令和２年（ネ）第１００５７号）

・独占禁止法の取引妨害に該当しないとして、原判決
を覆した
・地裁判決が示した特許権行使と独禁法に基づく権利
濫用に関する判断枠組みを否定も肯定もしていない
・日本の特許権侵害訴訟においても、独占禁止法違
反の抗弁が成立し得ることを明らかにした

最高裁令和４年１１月２日 ・上告不受理

・原審の判断を追認

・独占禁止法の抵触については、「差止めを求めるこ
とが，権利の行使に名を藉りた濫用的なものではな
い」として、被告の主張を退ける。

エステ－産業（株）

（株）サップ,オフィネット・ドットコム（株）,（株）スリ－イ－コ－ポレ
－ション,（株）プレジ－ル,（株）エム・エス・シ－

（株）ディエスジャパン,（株）デ ィ エ ス ロ ジ コ,（株）奥美濃プロ
デュース

キャノン リサイクル・アシスト（株）

キャノン

リコ－

（株）湯山製作所
（株）ネクスト
（株）ヨシヤ

東京地判平成２２年６月２４日（平成２１年(ワ)第３５２７号、平成
２１年(ワ)第３５２８号、平成２１年(ワ)第３５２９号、平成２１年(ワ)
第３５３０号、平成２１年(ワ)第３５３８号、平成２１年(ワ)第３５３９
号）

インクタンク事件

液体収納容器事件

トナ－カ－トリッジ事件

知財高判平成２３年２月８日（平成２２年（ネ）第１００６４号）

薬剤分包用ロ－ルぺ－パ事件
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事件の分野としては、薬剤分包用ロ－ルぺ－パ事件を除いてプリンタ－や複写機等のアフ

タ―マ－ケットに関するものが多い。そして、上記リストＡ，Ｂに挙げた事件を通じての裁判所

の判断としては、トナ－カ－トリッジ事件の地裁判決（平成２９年（ワ）第４０３３７号）で特許権

侵害訴訟において初めて独禁法違反を理由とする権利濫用が認められ、その後、令和元年

（ワ）第３５１６７号の地裁判決において抱き合わせ販売等に該当するとして独禁法違反を理

由とする権利濫用が認められた程度で、独禁法違反を理由とする権利濫用が主張されるも

のの、現状認められた事件としては少ない。しかしながら、上記トナ－カ－トリッジ事件の控

訴審において、知財高裁は、独禁法違反を否定しつつも、地裁判決が示した特許権行使と独

禁法に基づく権利濫用に関する判断枠組みを否定も肯定もしていないことから、「知財高裁

が特許権侵害訴訟においても独禁法違反の抗弁が成立し得ることを明らかにした」との見解

も見られ、今後注目したい処である。 

近年、知的財産権を用いたビジネスや取引の活発化に伴い発生する競争上の問題に対処

するために、独禁法を運用する公正取引委員会が「知的財産の利用に関する独占禁止法上

の指針」など、競争政策における知的財産制度との関係に関する指針、ガイドライン等を公表

するに至っており、今後も様々な分野の事例を取り上げて逐次改訂・充実させていくものと思

われる。してみると、特許権侵害事件における独禁法抵触を理由とする権利濫用の主張は、

現状、事例が少なく、また限られた分野でなされ、更に認められ難い状況にはあるものの、今

後増加していくことが予想される。今後の特許権侵害事件における訴訟戦略においては、独

禁法の観点からの検討・対策も重要となるのかもしれない。 

                                                   以上 

【　リストＢ　】

事件名 原告 被告 結論

平成２３年（ワ）第１３６６５号
エステ－産業（株）
（株）プレジ－ル

キャノン
・平成２５年５月２３日取下げ
・独占禁止法（不当な取引妨害）に該当するか否かについて提訴
・原告に有利な状況での取下げと想像される

平成２６年（ワ）第２６３３３０号 オ－ム電機等 セイコ－エプソン
・平成２８年４月５日取下げ
・原告は、被告の特許権に基づく差止請求が不当な取引妨害に該当するとして
訴訟提起

東京地判令和３年９月３０日（令和元年（ワ）第３５１６７号）
エレコム（株）

カラ－クリエ－ション（株）
プラザ－工業（株） ・抱き合わせ販売等の不法行為を構成するとして独占禁止法違反を認める

大阪地判令和５年６月２日（令和2年（ワ）第10073号） ・抱き合わせ販売や取引妨害には該当しないとして独占禁止法に違反しない

大阪高判令和６年９月１２日（令和５年（ネ）第１５３１号） ・抱き合わせ販売や取引妨害には該当しないとして独占禁止法に違反しない

（株）エコリカ キャノン


